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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感光ドラム上に潜像を形成するレーザースキャナと、
　前記感光ドラムを備え、前記感光ドラム上の潜像をトナー像として現像するカートリッ
ジと、
　前記感光ドラムから記録材に転写されたトナー像を記録材に定着させる定着器と、
　装置外部の空気を吸い込み、装置内部を冷却する軸流ファンと、
を有し、装置内部で前記感光ドラムから前記定着器に向かって記録材を搬送する搬送方向
に前記カートリッジ、前記レーザースキャナ、前記定着器が並んだ画像形成装置において
、
　前記ファンは、前記搬送方向に関して前記カートリッジの上流側で、且つ前記搬送方向
と前記感光ドラムの軸方向とに平行な面に投影した際に、前記感光ドラムの軸方向に関し
て、搬送される記録材が通過する領域の外側に設けられており、
　前記ファンによって吸い込まれた空気はカートリッジの方向に向けて送られ、前記カー
トリッジ、前記レーザースキャナ、前記定着器の順で装置内部を冷却し、前記搬送方向に
関して前記定着器の下流に設けられた記録材の搬送路を経由して装置外部に排出されるよ
う、前記ファンの軸は前記感光ドラムの軸方向と前記搬送方向とに対して傾斜しているこ
とを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、装置本体内の紙搬送路側部に設置された冷却ファンによって装置本体内に導入
された外気によって装置本体内の複数のユニットを冷却する画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図６は従来の画像形形成装置の断面図であり、同図において、Ｐは用紙、１０１は画像定
着装置、１０２はレーザースキャナ、１０３は用紙排紙口、１０４は吸気ファン、１０５
は給紙トレイ、１０６は給紙ローラ、１０７は感光ドラム、１０８はトナーカートリッジ
、１１０は給紙トレイである。
【０００３】
図７は画像形成装置の平面図であり、同図において、１０９は排気口であり、他の符号は
図６に示したものと同じである。
【０００４】
次に、上記構成を有する画像形成装置の作用について説明する。
【０００５】
不図示のホストコンピュータから印刷指示を受け取ると、用紙Ｐを給紙ローラ１０６で給
紙すると同時に、レーザースキャナ１０２により感光ドラム１０７上に形成担持された潜
像はトナーカートリッジ１０８内で現像されてトナー像として顕画化される。そして、ト
ナー像は用紙Ｐに転写され、トナー像が転写された用紙Ｐは画像定着装置１０１にてトナ
ー像の定着を受けた後、用紙排紙口１０３から排出される。
【０００６】
ところで、画像定着装置１０１やレーザースキャナ１０２からは熱が発生し、この熱が本
体内各部の温度上昇を引き起こす原因となるため、吸気ファン１０４にて装置外部の空気
を吸い込み、この空気で装置内部を冷却し、冷却によって暖められた空気を排気口１０９
から排出することによって各部の温度を一定値以下に保つようにしている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の画像形成装置では、本体側部に冷却ファンを取り付け、冷却対
象である装置を紙搬送に対して幅方向から冷却するようにしていたため、冷却対象である
装置には幅方向に温度差が発生するという問題があった。
【０００８】
又、複数の装置を冷却する場合は複数の冷却ファンを設置したり、ダクトを設けて風を分
配したりする必要があった。
【０００９】
更に、画像定着装置を冷却した風を装置本体の側部等から排気すると、画像定着装置で加
熱された紙から発生した水蒸気も一緒に排出されてしまうため、画像定着装置以降の紙搬
送路が乾燥してしまい、用紙が乾燥によってカールしてしまう原因となっていた。
【００１０】
而して、装置を幅方向に均一に冷却するためには、冷却ファンを装置の正面に配置するべ
きであるが、これを実現することは外観の制約上困難であったり、トナーカートリッジの
ドアや給紙トレイの配置により不可能である場合がある。
【００１１】
本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、特別な部材を用いるこ
となく複数の装置を幅方向に均一に冷却することができる画像形成装置を提供することに
ある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明は、感光ドラム上に潜像を形成するレーザースキャナ
と、前記感光ドラムを備え、前記感光ドラム上の潜像をトナー像として現像するカートリ
ッジと、前記感光ドラムから記録材に転写されたトナー像を記録材に定着させる定着器と
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、装置外部の空気を吸い込み、装置内部を冷却する軸流ファンと、を有し、装置内部で前
記感光ドラムから前記定着器に向かって記録材を搬送する搬送方向に前記カートリッジ、
前記レーザースキャナ、前記定着器が並んだ画像形成装置において、前記ファンは、前記
搬送方向に関して前記カートリッジの上流側で、且つ前記搬送方向と前記感光ドラムの軸
方向とに平行な面に投影した際に、前記感光ドラムの軸方向に関して、搬送される記録材
が通過する領域の外側に設けられており、前記ファンによって吸い込まれた空気はカート
リッジの方向に向けて送られ、前記カートリッジ、前記レーザースキャナ、前記定着器の
順で装置内部を冷却し、前記搬送方向に関して前記定着器の下流に設けられた記録材の搬
送路を経由して装置外部に排出されるよう、前記ファンの軸は前記感光ドラムの軸方向と
前記搬送方向とに対して傾斜していることを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２０】
＜実施の形態１＞
図1は本発明に係る画像形成装置の断面図、図２は同画像形成装置の斜視図、図３は同画
像形成装置の平面図であり、これらの図において、１は画像定着装置、２はレーザースキ
ャナ、３は用紙排紙口、４は画像定着装置１よりも上方に位置する吸気ファン、５は給紙
トレイ、６は給紙ローラ、７は感光ドラム、８はトナーカートリッジ、９は排紙搬送路に
設けられた排気口、１０は給紙トレイである。
【００２１】
而して、本実施の形態に係る画像形成装置においては、不図示のホストコンピュータから
印刷指示を受け取ると、用紙Ｐを給紙ローラ６によって給紙し、レーザースキャナ２によ
り感光ドラム７上に形成担持された潜像はトナーカートリッジ８内でトナー像として現像
され、トナー像は用紙Ｐに転写される。そして、トナー像が転写された用紙Ｐは画像定着
装置１にてトナー像の定着を画像受けた後、用紙排紙口３から排出される。
【００２２】
ところで、画像定着装置１やレーザースキャナ２からは熱が発生する。又、トナーカート
リッジ８は発熱はしないが、トナーの品質を確保するためには発熱源の影響を受けてもト
ナーカートリッジ８の温度は一定値以下であることが望ましい。
【００２３】
　本実施の形態においては、図３に示すように前記吸気ファン４を画像定着装置１とレー
ザースキャナ２及びトナーカートリッジ８よりも用紙搬送方向上流側に搬送路側面に対し
て傾斜させて設置したため、該吸気ファン４によって装置外部から吸い込まれた空気は、
トナーカートリッジ８、レーザースキャナ２、画像定着装置１の順、つまり、温度の低い
順に複数の装置を冷却する。そして、吸気ファン４は搬送路側面に対して傾斜して取り付
けられているため、つまり図３、４から明らかな様に吸気ファン４による送風方向は装置
本体側面に対して傾斜しているため、用紙搬送幅方向に亘って外気を直接送り込む。
【００２４】
　ここで、吸気ファン４は軸流ファンであって、その羽根の向きと回転方向及び風の流れ
は図４の斜視図に示されている。つまり図３、４から明らかな様に軸流ファン４の軸は装
置本体側面に対して傾斜している。
【００２５】
図４に示すように、軸流ファンで構成された吸気ファン４からは軸方向と回転の軌跡方向
との動きが合成された方向に風の流れが生じる。このため、図４に示すように吸気側から
見て反時計回りの吸気ファン４の排気側には反時計回りに拡大するように風の流れが生じ
る。この状態のとき、装置内部の面に風が当たると、風は軸方向に対して偏向する。
【００２６】
図1に示すように、右側面に、反時計回りの冷却ファン４を画像定着装置１よりも上に設
置した場合、紙搬送面に風が当たることによって吸気ファン４の下側では図３示すように
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軸方向よりも右側に偏向した風の流れが生じ、画像定着装置1を幅方向に亘って直接全域
冷却することになる。
【００２７】
又、画像定着装置１で用紙Ｐから発生した水蒸気は、搬送路を経由して排気口９から空気
と共に排出される。
【００２８】
以上のことにより、1つの冷却ファン４によって複数の装置を冷却しつつ、幅方向に亘っ
て均一な温度分布となるように冷却することが可能となる。又、画像定着装置１で発生し
た水蒸気を画像定着装置１よりも紙搬送方向下流側の搬送路を経由して流すことによって
紙搬送方向下流側の搬送路の湿度を高くすることができるため、画像定着後の搬送路での
用紙Ｐの乾燥を抑えることができ、これによって用紙Ｐのカールを減少させることが可能
となる。
【００２９】
尚、冷却ファン４が本実施の形態とは逆の左側面に設置されている場合には、吸気側から
見て時計回りの吸気ファンを設置すれば良い。
【００３０】
＜実施の形態２＞
次に、本発明の実施の形態２を図５に基づいて説明する。尚、図５は本発明の第２に係る
画像形成装置の断面図であり、本図においては図１に示したと同一要素には同一符号を付
しており、以下、それらについての説明は省略する。
【００３１】
図５において、４ａは画像定着装置１よりも下方に位置する冷却ファンであり、本実施の
形態に係る画像形成装置においても画像形成動作は前記実施の形態１と同様に行われる。
【００３２】
而して、本実施の形態では冷却ファン４ａは画像定着装置１よりも下方に設置されている
ため、該吸気ファン４ａには吸気側から見て時計回りのファンが用いられている。このた
め、前記実施の形態１と同様に1つの冷却ファン４ａによって複数の装置を冷却しつつ、
幅方向に亘って均一な温度分布となるように冷却することが可能となる。
【００３３】
又、画像定着装置１で発生した水蒸気を画像定着装置１よりも紙搬送方向下流側の搬送路
を経由して流すことでによって紙搬送方向下流側の搬送路の湿度を高くすることができる
ため、画像定着後の搬送路での用紙Ｐの乾燥を抑えることができ、これにより用紙Ｐのカ
ールを減少させることが可能となる。
【００３４】
尚、冷却ファン４ａが本実施の形態とは逆の左側面に設置されている場合には、吸気側か
ら見て反時計回りのファンを設置すれば良い。
【００３５】
【発明の効果】
　以上の説明で明らかなように、本発明によれば、特別な部材を用いることなく複数の装
置を幅方向に均一に冷却することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る画像形成装置の断面図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る画像形成装置の斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る画像形成装置の平面図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る画像形成装置に設置された冷却ファンの斜視図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態２に係る画像形成装置の断面図である。
【図６】従来の画像形成装置の断面図である。
【図７】従来の画像形成装置の平面図である。
【符号の説明】
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１　　　　画像定着装置（ユニット）
２　　　　レーザースキャナ（ユニット）
４，４ａ　吸気ファン
８　　　　トナーカートリッジ（ユニット）
９　　　　排気口

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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